
※飯能市役所本庁舎別館前駐車場 日時・・・4/2７(土) 9:00～12:00

来場するみなさまへ

必要最小限の人数で来場してください。また、体調がすぐれない方、発熱などの症状がある方は、来場

の自粛をお願いします。なお、荒天(小雨決行)によりやむを得ず中止する場合があります。
問い合わせ 環境緑水課 電話９７３－２１２５

＜企画課より＞

＜環境緑水課より＞

＜東吾野地区行政センターより＞

いつでもご利用ください！東吾野地区行政センターに常設しています！

＜ふくしの森・東吾野より＞

この行政センターだよりは自治会の皆様のご協力により配布いただいております。
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問い合わせ、講座参加申し込みは電話、

FAXまたはメールでお願いいたします。

公式フェイスブックからの地域の情報発信！

スマートフォンからこちらを読み取り、ご覧いただけます。

休日開庁日（飯能市役所本庁舎）・・・３月３０日(土)・４月７日(日) ８：３０～１７：１５

業務担当課：市民課・市民税課・収税課・保険年金課・子育て支援課・保育課・障害福祉課・介護福祉課・学校教育課
※主な業務内容は広報はんのう３月１日号をご覧ください。

４月の移動販売は５日(金)、１９日(金)です。

５月の 〃 １０日(金)、２４日(金)です。
悪天候により、日程に変更が生じる場合があります。実施状況については

ふくしの森ステーションひがしあがの 電話070-7792-2436へお問い合わせください。

４月２４日(水) (吾野・東吾野地区)

9:30 ～ 9:50 旧南川小学校

10:20 ～ 10:45 法光寺駐車場

11:15 ～ 11:55 東吾野地区行政センター

令和６年度

狂犬病予防集合注射
のお知らせ

※詳細は広報はんのう４月号

(1 ﾍﾟｰｼﾞ)をご覧ください。

「使用済み小型家電回収ボックス」

回収ボックスに投入できる使用済み小型家電は、投入口（縦 10cm×横 25cm）に

入れることができるもので、主にデジタルカメラ、ポータブル音楽プレーヤー、携帯

型ゲーム機、電子辞書、電卓、小型ラジオ、時計、電気カミソリ、電気バリカン、電動

歯ブラシ、懐中電灯、付属品類（電気コード、ケーブルなど）です。

※業務用、事業用は対象外です。 問い合わせ・・・クリーンセンター 電話９７３－１０１０

「プリンターインクカートリッジ回収ボックス」

日頃はプリンターインクカートリッジ回収にご協力いただきありがとうございます。

引き続き東吾野地区行政センター内に回収ボックスを設置しています。ご家庭や職場などで

使用済みのカートリッジがありましたら提供をお願いいたします。キャノン、エプソン、

ブラザー(純正品)が対象です。

※この回収は奥武蔵小学校ＰＴＡの活動でベルマーク運動です。

〒357-0204 飯能市大字虎秀１４－５ TEL 042-978-1212 FAX042-978-0574

⚡⚡爆音走行音を耳にしたら、 110 番 メール：aganoh-center@city.hanno.ｌｇ.jp

mailto:aganoh-center@city.hanno.%EF%BD%8C%EF%BD%87.jp


＜さいたま地方法務局より＞

＜地域・生活福祉課より＞

＜市立図書館より＞

＜吾野保育所より＞

＜東吾野地区行政センターより＞

こんにちは 吾野保育所です！！ 電話・ＦＡＸ978-000４

暖かい日差しに包まれて、吾野の山にも春が訪れました。園庭には、子どもたちが植えたチューリッ

プの花が咲きとても綺麗です。子どもたちの大好きなちょうちょやテントウムシが姿を見せ、大喜びで

観察しています。

4月からは、4名の新入園児を迎え、にぎやかな吾野保育所のスタートです。

春の自然を満喫しながら、お散歩を楽しみたいと思います。地域の皆様の

温かい見守りと、ご協力をどうぞよろしくお願いいたします。

保育所では、園庭開放を実施しています。（毎週火曜～金曜日 9：30～11：30）
詳しくは、飯能市ホームページをご覧ください。

４月の 移動図書館「みどり号」 電話９７２－２１１４

３日(水)、１７日(水)
東吾野地区行政ｾﾝﾀｰ 14:00～14:40

雨天の際は中止となることがあります。電話確認をお願いいたします。

令和６年４月１日から相続登記の申請が義務化されました！

※正当な理由なく、義務に違反した場合、１０万円以下の過料が科せられることがあります。

※令和６年４月１日より前に発生した相続も対象となります。

詳しくは、さいたま地方法務局ホームページへ https://houmukyoku.moj.go.jp/saitama/

問い合わせ さいたま地方法務局 飯能出張所 電話９７２－２５８０

「令和５年度住民税均等割のみ課税世帯への給付金」と

「低所得の子育て世帯への加算給付金」のお知らせ

エネルギー・食品価格等の物価高の影響を受けた世帯に対し給付金を支給します。

●「令和５年度住民税均等割のみ課税世帯への給付金」は、基準日（令和５年１２月１日）において飯能

市に住民登録があり、かつ、世帯全員の令和５年度住民税が均等割のみ課税者と非課税者で構成される世帯

に１０万円を支給します。

●「低所得の子育て世帯への加算給付金」は、基準日（令和５年１２月１日）において飯能市に住民登録

があり、１８歳以下の児童を扶養している令和５年度住民税非課税世帯への給付金及び令和５年度住民税均

等割のみ課税世帯への給付金の対象世帯に対し、児童１人あたり５万円を支給します。

※申請期限は令和６年５月３１日(金)までとなります。

詳細については、飯能市ホームページまたは各地区行政センター等に置いてあります。チラシをご覧ください。

問い合わせ 生活福祉課給付金担当 電話９７８－８０３１

令和５年度は「新型コロナウイルス感染症に係る飯能市地区行政センター（公民館）利用ガイドライ

ン」が廃止になり、公民館事業や体育祭、文化祭・ほっこり祭りを再開し、たくさんの皆様にご参加いた

だきました。

令和６年度も楽しい事業を計画していますので、どうぞよろしくお願いいたします。

また、新しいサークルを立ち上げたい方、現在活動のサークルを見学してみたい方、

どうぞお気軽にご相談ください。 センター職員一同

https://houmukyoku.moj.go.jp/saitama/

